
秋田市再生可能エネルギー関連産業人材育成支援事業補助金交付要綱

令和５年６月５日

市 長 決 裁

（目的）

第１条 この要綱は、今後本市においてさらなる成長が見込まれる再生可

能エネルギー関連産業等へ参画している市内事業者に対し、秋田市再生

可能エネルギー関連産業人材育成支援事業補助金（第６条第４項を除き、

以下「補助金」という。）を交付することにより、再生可能エネルギー

関連産業における人材の育成を支援し、産業振興と若者の地元定着の促

進を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー関連産業 風力発電（洋上風力発電を含む。）、

地熱発電、太陽光発電、水力発電又はバイオマス発電等に関連した産

業をいう。

(2) 誘致企業 市長の誘致企業受入の決定を受けた企業をいう。

(3) 社員等 市内事業所もしくは誘致企業に勤務する従業員又は経営者

であって、市内に住所を有する者又は内定者、転勤予定者をいう。

(4) 資格等 再生可能エネルギー関連産業に関する資格又は免許をいう。

（補助対象者等）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有する法人、市内に住所を有する個人又は誘致企業

であること。

(2) 市税に滞納がないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、当該年度において補助金の交付を受けたこ

とがある者および次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者とし



ない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業（同条第１項第１

号に該当するものに限る。以下この号において同じ。）、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受

託営業（接待飲食等営業又は同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊

営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する

業務の一部を行うこと（当該業務の一部に従事する者が委託を受けた

者および当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。）を内容

とする営業に限る。）を行っている者

(2) 事業主又は事業所の役員等（経営に実質的に関与している者をい

う。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定す

る暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 国、地方公共団体、独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）

第２条第１項に規定する独立行政法人および地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する特定地方独立行政法人

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、補助対象者が再生可能エネルギー関連産業に関する事業拡大および

技術向上を図るために新たに社員等に取得させる資格等又は受講させる

研修、訓練等であって、次に掲げるものとする。

(1) 風力発電設備、バイオマス発電設備等のメンテナンスに必要な資格

等の取得又は研修、訓練等の受講

(2) メンテナンス船の運行、修繕等に必要な資格等の取得、又は国内外

での船舶を使用した実地の研修等の受講

(3) 海洋労働のための安全訓練又は講習等の受講

(4) 風車基礎、海底送電線等の水中設備点検に必要な資格等の取得

(5) メーカー又は認証団体等によるメンテナンスに係る認定の取得、訓



練等の受講

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助対象事業として適当と認め

るもの

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」とい

う。）は、前条に掲げる補助対象事業に要する経費のうち、補助対象者

が実際に負担しようとする費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 研修機関、訓練機関等での受講費、教材費、旅費交通費、宿泊費、

研修等に必要な資材調達費用その他資格等の取得に要する経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の対象とすることが

適当と認める経費

２ 補助対象経費には、消費税および地方消費税相当額を含まないものと

する。

（補助金の交付額等）

第６条 補助金の額は、補助対象経費の４分の１以内の額とする。

２ 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

３ 補助金の交付限度額は、社員等１人当たり50万円とし、１者あたり

100万円とする。

４ 補助対象事業に対し国からの補助金等が交付されている場合は、補助

対象経費の総額から補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とする

５ 市長は、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者（以下「申請者」と

いう。）は、補助対象事業を実施する年度の２月末日までに、補助金

交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に提出し

なければならない。

(1) 事業計画書（別紙１）

(2) 誓約書（別紙２）

(3) 法人登記事項証明書又は所在地証明書の写し

(4) 社員等の在職を確認することができる書類の写し又は市内事業所へ



の内定もしくは転勤を確認することができる書類の写し

(5) 申請者の市税に未納がないことの証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定等）

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やか

にその内容を審査し、当該申請書の提出があった日から起算して30日以

内に補助金の交付の可否を決定し、当該申請者に対して、交付を決定し

たときは補助金交付決定通知書（様式第２号）により、不交付を決定し

たときは補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知するものと

する。

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定（以下「交付決定」と

いう。）に当たり、条件を付すことができる。

（補助金の変更申請等）

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「被交付決

定者」という。）は、補助対象事業の内容に変更があるときは、速やか

に補助金変更承認申請書（様式第４号）に次の書類を添付して、市長に

提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかにそ

の内容を審査し、当該申請書の提出があった日から起算して30日以内に

変更の可否を決定し、当該被交付決定者に対して、変更を承認する場合

にあっては補助金変更承認通知書（様式第５号）により、変更を承認し

ない場合にあっては補助金変更不承認通知書（様式第６号）により通知

するものとする。

（補助金の交付決定の取消し等）

第10条 市長は、補助金の交付決定をした後において、事情の変更その他

特別の事由により必要があると認めたときは、補助金交付決定変更通知

書（様式第７号）により、当該交付決定の全部もしくは一部を取り消し、

又は当該交付決定の内容を変更することができる。



（実績報告書）

第11条 被交付決定者は、当該交付決定に係る補助対象事業が完了したと

きは、完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた

日の属する年度の３月28日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書

（様式第８号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。

(1) 事業決算書（別紙）

(2) 補助対象事業の支払を証明する領収書等の写し

(3) 資格等を取得したこと又は研修、訓練等を受講したことを証明する

書類の写し

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速

やかに補助対象事業の完了を確認し、その成果が補助金の交付決定の内

容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定させ、補助

金確定通知書（様式第９号）により通知するものとする。

２ 市長は、補助金実績報告書を審査した結果、既に行った交付決定の

内容を変更する必要があると認めたときは、補助金交付決定変更通知書

（様式第７号）により、当該交付決定の内容の変更について被交付決定者

に通知し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

（補助金の請求および交付）

第13条 市長は、交付すべき補助金の額の確定を行った後に補助金を交付

するものとする。

２ 被交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付

請求書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。

３ 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書

の提出があった日の翌日から起算して30日以内に、当該被交付決定者に

対し補助金を交付するものとする。

（補助金の返還）

第14条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、



補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又

は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 提出した書類の記載事項が虚偽であると認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付の条件に違反し

たとき。

（備付け書類およびその保存期間）

第15条 被交付決定者は、補助金の経理に係る帳簿のほか、第７条第１号

に掲げる書類その他必要と認める書類を備え付けなければならない。

２ 被交付決定者は、その備付けを義務付けられている帳簿および書類に

ついては、補助金実績報告書を提出した日の属する年度の終了後５年間

保存しておかなければならない。

（調査等）

第16条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期するため必要があると

認めるときは、被交付決定者に報告をさせ、又は職員に帳簿書類その他

の事項を調査させることができるものとする。

（委任）

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和５年６月５日から施行する。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


